
2023 年 12 月 

 

お客さま各位 

株式会社三菱ＵＦＪ銀行 

 

手形・小切手の全面的な電子化に向けた取り組みに関するお知らせ 

 

平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

 

金融界は、政府より公表された「約束手形の利用廃止と小切手の全面的な電子化」に向けて、

政府・産業界と連携しながら 2026 年度末までに手形・小切手の全面的な電子化をめざします。 

こうした環境を踏まえ、当行は、2024 年 1 月 4 日（木）より、以下の対応を実施します。ご理解・

ご協力のほど、よろしくお願いします。 

 

① 新規開設される当座勘定について手形・小切手の発行を停止いたします 

 
対象となる当座勘定からの現金出金が必要となる場合におかれましては、当座勘定開設時に

当座キャッシュカード（1,000 円+消費税額）をお申し込みのうえご利用ください。 

 

② 2027年 4月以降を期日とする手形・小切手の取立受付を停止いたします 

 
2027 年 4 月以降を期日とする手形・小切手を既にお持ちのお客さまにおかれましては、 

2023 年 12 月 29 日（金）までにお取引店にお持ち込みください。また、2024 年 1 月以降に、 

2027 年 4 月以降を期日とする手形・小切手を受け入れた場合は、支払呈示期間中にお取引店に

お持ち込み頂くようお願いします。 

 

お問い合わせは、当行担当者もしくはお取引店までお願いします。          2023年12月12日現在 
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2023年12月29日（金）
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手形・小切手の

発行お申込・ご利用不可
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※2027年4月以降を振出日とする先日付小切手も含みます
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2023年12月12日現在 


